
○江東区旅館業法施行条例施行規則 

平成２４年３月１２日 

江東区規則第５号 

改正：平成２８年規則第６９号 

改正：平成３０年規則第３８号 

改正：平成３０年規則第５１号 

改正：平成３１年規則第２７号 

改正：令和２年規則第１７号 

改正：令和３年規則第７３号 

改正：令和５年規則第９０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号。以下「法」とい

う。）、旅館業法施行規則（昭和２３年厚生省令第２８号。以下「省令」と

いう。）及び江東区旅館業法施行条例（平成２４年３月江東区条例第３７号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用す

る用語の例による。 

 

（営業許可申請書） 

第３条 省令第１条の規定による申請書は、旅館業営業許可申請書（別記第１

号様式）によるものとし、条例第２条の２に規定する書類及び次に掲げる書

類を添付して、区長に提出しなければならない。 

(1) 営業施設の所在地を中心とした半径３００メートル以内の住宅、道路、

学校等の見取図 

(2) 建物配置図、各階平面図及び立面図 

(3) 照明設備の配置及びその構造の概要 

(4) 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要 

(5) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要 



(6) 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図 

(7) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書 

２ 条例第２条の２第２号に規定する書類は、次のいずれかとする。 

(1) 旅館業の許可を受けようとする土地及び建物の所有者等の利用許諾を証

する書類 

(2) 旅館業の許可を受けようとする施設が存する建物に２以上の区分所有者 

（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第２条第２項

に規定する区分所有者をいう。）が存する場合においては、管理組合（マン

ションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第

２条第３号に規定する管理組合をいう。）の利用許諾を証する書類等その他

の旅館業を営むために必要な権原を有することを示す書類 

 

（営業許可書の交付等） 

第４条 区長は、法第３条第１項の規定により許可をしたときは、別に定める

ところにより旅館業台帳を作成し、旅館業を営もうとする者に対し旅館業営

業許可書（別記第２号様式）を交付する。 

２ 区長は、法第３条第２項及び第３項の規定に基づき許可をしないときは、

旅館業営業不許可通知書（別記第３号様式）により通知する。 

 

（承継承認申請等） 

第５条 省令第１条の３第１項の規定による申請書は、旅館業営業承継（譲

渡）承認申請書（別記第４号様式）によるものとし、同条第２項及び条例第

２条の２に規定する書類並びに登記事項証明書（譲受人が法人の場合に限

る。）を添付して、区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、法第３条の２第１項の規定による承認をしたときは、旅館業営業

承継（譲渡）承認書（別記第４号の２様式）を交付する。 

３ 省令第２条第１項の規定による申請書は、合併にあっては旅館業営業承継

（合併）承認申請書（別記第５号様式）、分割にあっては旅館業営業承継

（分割）承認申請書（別記第５号の２様式）によるものとし、同条第２項及

び条例第２条の２に規定する書類を添付して、区長に提出しなければならな



い。 

４ 区長は、法第３条の３第１項の規定による承認をしたときは、合併にあっ

ては旅館業営業承継（合併）承認書（別記第６号様式）、分割にあっては旅

館業営業承継（分割）承認書（別記第７号様式）を交付する。 

５ 省令第３条第１項の規定による申請書は、旅館業営業承継（相続）承認申

請書（別記第８号様式）によるものとし、同条第２項及び条例第２条の２に

規定する書類を添付して、区長に提出しなければならない。 

６ 区長は、法第３条の４第１項の規定による承認をしたときは、旅館業営業

承継（相続）承認書（別記第９号様式）を交付する。 

 

（変更等の届出） 

第６条 省令第４条の規定により届出をしようとする者は、旅館業営業許可事

項変更届（別記第１０号様式）又は旅館業廃止（停止）届（別記第１１号様

式）を区長に提出しなければならない。 

 

（宿泊者名簿） 

第７条 法第６条第１項に規定する宿泊者名簿に記載すべき事項は、省令第４

条の２に定めるもののほか、次のとおりとする。 

(1) 年齢 

(2) 前泊地 

(3) 行先地 

(4) 到着日時 

(5) 出発日時 

(6) 室名 

 

(標識の設置等) 

第８条 条例第３条第１項に規定する標識は、旅館業営業計画のお知らせ（建

築計画・建築計画以外の計画）（別記第１２号様式）による。 

２ 標識の大きさは、縦横それぞれ６０センチメートル以上とし、当該旅館業

営業計画の対象となる土地又は建物の道路に接する部分（２以上の道路に接



するときは、それぞれの道路に接する部分）に、地面から標識の下端までの

高さがおおむね１メートルとなるように設置するものとする。 

３ 標識の設置期間は、旅館業の営業許可申請をしようとする日の１５日前か

ら営業許可日までとする。 

４ 条例第３条第１項の規定による届出は、旅館業営業計画のお知らせ標識設

置届（別記第１３号様式）により、標識設置の日から起算して７日以内に行

わなければならない。 

５ 条例第３条第２項の規定による変更の届出は、旅館業営業計画のお知らせ

標識記載事項変更届（別記第１４号様式）により、標識の記載事項を変更し

た日から起算して７日以内に行わなければならない。 

 

（説明会等の開催） 

第９条 条例第４条第１項に規定する説明会等は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 

(1) 建築計画 説明会の開催による説明 

(2) 前号に掲げる計画以外の計画 説明会等による説明 

２ 申請予定者は、説明会を開催しようとするときは、開催日の５日前までに、

日時及び場所を関係住民の見やすい場所に掲示するとともに、文書の配布

等の方法により関係住民に周知しなければならない。 

３ 説明会の開催で当該計画について説明すべき事項は、次のとおりとする。

ただし、戸別訪問による場合は、文書の配布等によるものとする。 

(1) 申請予定者の住所及び氏名 

(2) 施設の名称 

(3) 施設の所在地 

(4) 営業の種別 

(5) 施設の敷地面積 

(6) 施設の規模（面積、客室数及び定員をいう。）、構造及び各階用途 

(7) 工期（工事着工、完成予定及び営業開始の予定年月日をいう。） 

(8) 施設の管理方法及び運営方法 

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項 



４ 条例第４条第１項に規定する報告は、説明会等報告書（別記第１５号様

式）に次の各号に掲げる方法に応じ、当該各号に定める書類を添えて、速

やかに行わなければならない。 

(1) 説明会の開催 次に掲げる書類 

  ア 説明会出席者名簿及び関係住民を記した地図 

イ 説明会の開催通知書 

ウ 説明会議事録 

エ 説明会で配布した資料 

(2) 戸別訪問 次に掲げる書類 

  ア 説明した関係住民の名簿及び関係住民を記した地図 

  イ 旅館業営業計画に関する質疑応答があった場合はその記録 

  ウ 戸別訪問で配布した資料 

 

（施設の指定） 

第１０条 条例第５条第３号に規定する規則で定める施設は、次のとおりとす

る。 

(1) 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項に規定する博物館

のうち、区内に存するもの 

(2) 東京都立公園条例（昭和３１年東京都条例第１０７号）第２条第１項に

規定する都立公園のうち、区内に存するもの 

(3) 江東区青少年交流プラザ条例（平成２８年１０月江東区条例第４２号）

第２条に規定する青少年交流プラザ 

(4) 江東区深川江戸資料館条例（昭和６１年６月江東区条例第３４号）第２

条に規定する資料館 

(5) 江東区総合区民センター条例（昭和５４年３月江東区条例第１号）第２

条に規定する総合区民センター 

(6) 江東区区民体育館条例（昭和５０年３月江東区条例第４６号）第２条に

規定する区民体育館 

(7) 江東区営運動場条例（昭和４３年７月江東区条例第２４号）第２条に規

定する運動場 



(8) 江東区夢の島総合運動場条例（平成６年３月江東区条例第１４号）第２

条に規定する夢の島総合運動場 

(9) 江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区条例第１３号）第３条第１

項に規定する公園 

(10) 江東区立児童遊園条例（昭和５２年６月江東区条例第１４号）第２条第

１項に規定する児童遊園 

 

（必要な照度） 

第１１条 条例第７条第１項第２号の規則で定める照度は、次の各号に掲げる

設備に応じ、当該各号に定める照度とする。 

(1) 客室、応接室及び食堂 ４０ルクス以上 

(2) 調理場及び配膳室 ５０ルクス以上 

(3) 廊下及び階段 常時２０ルクス以上（深夜（午後１１時から翌日の午前 

６時までの間をいう。）においては、１０ルクス以上） 

(4) 浴室、脱衣室、洗面所、便所等 ２０ルクス以上 

 

（一客室の有効面積） 

第１２条 条例第７条第１項第６号アに規定する一客室の有効部分の面積は、

寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計する

ことにより算定するものとする。 

 

（浴槽の衛生措置） 

第１３条 条例第７条第１項第８号ただし書の規則で定める場合は、次に掲げ

る要件を全て満たす場合とする。 

(1)  ろ過器等を使用して浴槽水を循環し、かつ、当該ろ過器等、塩素系薬

剤等による消毒用の設備及び浴槽水の温度を調節する設備以外の設備が設

置されていないこと。 

(2) 浴槽からあふれた湯水を浴槽水に再利用していないこと。 

(3) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備

が設置されていないこと。 



(4) 浴槽が屋外に設置されていないこと。 

 

（貯湯槽を使用するときの措置） 

第１４条 条例第７条第１項第８号エ(ｱ)の規定による貯湯槽内部の清掃及び

消毒は、１年に１回以上行うものとする。 

２ 条例第７条第１項第８号エ(ｲ)の規則で定める温度は、摂氏６０度とする。 

 

（ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置） 

第１５条 条例第７条第１項第８号オ(ｱ)の規定によるろ過器の逆洗浄等及び

内部の消毒は、１週間に１回以上行うものとする。 

２ 条例第７条第１項第８号オ(ｲ)の規定による配管の内部の消毒は、１週間

に１回以上行うものとする。 

３ 条例第７条第１項第８号オ(ｳ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うも

のとする。 

４ 条例第７条第１項第８号オ(ｴ)ただし書の規定による浴槽水の消毒は、次

に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 

(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法によ

り行うこと。 

 (2) モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラ

ミン濃度が１リットルにつき３ミリグラム以上になるように保つこと。 

５ 条例第７条第１項第８号オ(ｵ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオ

ネラ属菌について１年に１回以上行うものとする。 

 

（営業従事者等の勤務体制） 

第１６条 条例第９条第１号の規則で定める体制とは、災害が発生したときそ

の他宿泊者の緊急を要する状況に対する求めに応じて、通常徒歩にておお

むね１０分程度で営業者又は営業従事者が駆け付けることができる体制と

する。 

 

（営業従事者名簿の記載事項） 



第１７条 条例第９条第５号の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 氏名 

(2) 生年月日 

(3) 住所 

(4) 従事職種 

(5) 就業年月日 

 

（周辺地域の生活環境への悪影響の防止） 

第１８条 条例第１０条の規定による宿泊者の遵守事項は、次に掲げるものと

する。 

(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例

第２１５号）第１３３条の規定の遵守 

(2) 江東区歩行喫煙等の防止に関する条例（平成２１年３月江東区条例第９

号）第７条及び第８条の規定の遵守 

(3) 営業施設の存する建物の管理規約等で規定している禁止事項の遵守 

 

（玄関帳場その他類する設備） 

第１９条 条例第１１条第１号に規定する玄関帳場その他類する設備とは、次

に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 玄関から容易に見える宿泊者が通過する場所に位置し、囲い等により宿

泊者の出入りを容易に見ることができない構造設備でないこと。 

(2) 事務を執るのに適した広さを有し、相対する宿泊者と営業従事者が直接

面接できる構造であること。 

(3) 旅館・ホテル営業においては、玄関帳場に類する設備として営業従事者

が来客の都度、玄関に出て来客に応対する構造の部屋を玄関に付設するこ

とができること。 

(4) モーテル等特定の用途を有する施設においては、玄関帳場に類する設備

として施設への入口又は宿泊しようとする者が当該施設を利用とするとき

に必ず通過する通路に面して、管理棟等を設けることができること。 

２ 条例第１１条第１号ただし書に規定する規則で定める基準は、次に定める



ところによる。 

(1) 営業者自ら設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入り

の状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。 

(2) 鍵の受渡しを適切に行うこと。 

 

（構造部分の合計床面積） 

第２０条 条例第１１条第４号イ、第１２条第１項第２号及び第１３条第１項

第１号に規定する一客室の規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、

浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計し

た面積とする。 

２ 条例第１２条第１項第３号の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、

前項の規定により算定した各客室の構造部分の合計床面積を合計した面積

とする。 

 

（共同便所の便器の数） 

第２１条 条例第１１条第９号イ及び第１２条第１項第６号イの規則で定める

宿泊定員に応じた便器の数は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定

める数以上とする。この場合において、男子用便所及び女子用便所それぞ

れの便器の数は、施設の利用形態を勘案した数とする。 

(1) 便所を付設していない客室の合計定員（以下この条において単に「合計

定員」という。）が３０人以下の場合 次の表の左欄に掲げる合計定員に

応じ、同表の右欄に掲げる数 

合計定員 数 

５人以下 ２ 

６人以上１０人以下 ３ 

１１人以上１５人以下 ４ 

１６人以上２０人以下 ５ 

２１人以上２５人以下 ６ 

２６人以上３０人以下 ７ 

(2) 合計定員が３１人以上３００人以下の場合 ３０人を超えて１０人（１



０人に満たない端数は、１０人とする。）を増すごとに１を７に加算した

数 

(3) 合計定員が３０１人以上の場合 ３００人を超えて２０人（２０人に満

たない端数は、２０人とする。）を増すごとに１を３４に加算した数 

 

（共同洗面所の給水栓の数） 

第２２条 条例第１１条第１０号の規則で定める給水栓の数は、洗面設備を付

設していない客室の合計定員について、５人（５人に満たない端数は、５

人とする。）につき１個の割合で算定した数とし、当該合計定員が３１人

以上の場合は、３０人を超えて１０人（１０人に満たない端数は、１０人

とする。）を増すごとに１を６に加算した数とする。 

 

（衛生措置基準の特例） 

第２３条 条例第１４条の規則で定める特例は、公衆衛生の維持に支障がない

と認められる場合に限り、次の各号に掲げる施設について、当該各号に定

めるとおりとする。 

(1) 省令第５条第１項に規定する施設 第１１条各号に掲げる照度のそれぞ

れについて、その２分の１とすること。 

(2) 省令第５条第１項に規定する施設 条例第７条第６号アの基準を、有効

面積１．５平方メートルについて１人とすること。 

 

（措置命令） 

第２４条 条例第１６条の規定による必要な措置を命ずるときは、旅館業措置

命令書（別記第１６号様式）により行う。 

 

（公表） 

第２５条 条例第１７条第１項の規定による公表する事項は、次のとおりとす

る。 

(1) 営業者の氏名 

(2) 施設の名称及び所在地 



(3) 措置命令の経緯 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項 

２ 条例第１７条第１項の規定による公表は、次に掲げる方法のうち区長が適

当と認めるものにより行う。 

(1) 江東区役所の門前掲示場への掲示 

(2) 区報への掲載 

(3) 江東区ホームページへの掲載 

３ 区長は、条例第１７条第１項の規定による公表を行うときは、その旨を公

表決定通知書（別記第１７号様式）により当該公表の対象者に通知する。 

４ 条例第１７条第２項による通知は、意見聴取通知書（別記第１８号様式）

により行う。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行細則の

別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用

することができる。 

 

附 則（平成２８年規則第６９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施

行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 

 

附 則(平成３０年規則第３８号) 

(施行期日) 



１ この規則は、平成３０年６月１５日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施

行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 

 

附 則(平成３０年規則第５１号) 

（施行期日） 

１ この規則は、公布日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施

行規則別記第９号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

附 則(平成３１年規則第２７号) 

（施行期日） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則(令和２年規則第１７号) 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施

行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する

ことができる。 

附 則（令和３年規則第７３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１５条第４項を同条第５

項とし、同条第３項の次に１項を加える改正規定は、令和４年１月１日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施

行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、



なお使用することができる。 

 

附 則（令和５年規則第９０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年１２月１３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江東区旅館業法施行条例施行規則第５条第１項の

規定は、この規則の施行の日前に旅館業の営業の譲渡があった場合における

当該旅館業の営業を譲り受けた者については、適用しない。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区旅館業法施行条例施

行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

 


